
   

佐賀県事業再生資金要綱 

 

１．制度目的 

国が全国統一制度として定めた事業再生計画実施関連保証（経営改善・再生支援強化型）

制度を活用し、多くの中小企業者が資材高騰や物価高、人手不足等による影響を受けてい

る中、早期の事業再生に向けた取り組みを促すため、産業競争力強化法（平成 25 年法律

第 98 号。以下「法」という。）第 134 条に規定する認定支援機関の指導又は助言を受け

て作成した事業再生の計画等に従って事業再生を行う県内中小企業者の資金調達を支援

することにより、当該中小企業者の事業再生の着実な進捗を図り、もって、当該中小企業

の活力の再生を図ることを目的とする。 

 

２．申込人資格要件 

以下に掲げるいずれかの計画（当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限

る。）に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小

企業者とする。 

（１）独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の

計画 

（２）認定支援機関（株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法（平成 23 年法律第 113

号）第 59 条第 1 項に規定する産業復興相談センターを含む。）の指導又は助言を受け

て作成された事業再生の計画 

（３）特定認証紛争解決手続（法第２条第２２項に規定）に従って作成された事業再生計画 

（４）株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画 

（５）株式会社地域経済活性化支援機構（株式会社地域経済活性化支援機構法（平成 21 年

法律第 63 号）に基づき設置）が再生支援決定を行った事業再生計画 

（６）株式会社東日本大震災事業者再生支援機構（株式会社東日本大震災事業者再生支援機

構法に基づき設置）が支援決定を行った事業再生計画 

（７）私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画 

（８）自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画で

あって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律（平成 11 年法律第 158 

号）に基づく調停における調書（同法第 17 条第 1 項の調停条項によるものを除く。）

又は同法第 20 条に規定する決定において特定されたもの 

（９）中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画 

（１０）独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第 140 条に規定する出資業務により出資

を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画 

（１１）経営サポート会議（信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、



   

中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場）による検討に基づき作成又

は決定された事業再生の計画 

（１２）中小企業等経営強化法（平成 11 年法律第 18 号）第 31 条第 2 項に規定する認定

経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の

計画 

 

３．申込方法 

金融機関経由保証に限る。 

 

４．保証限度額及び保証形式 

（１）保証限度額 

５，０００万円。 

（２）保証形式 

個別保証とする。 

 

５．保証割合 

（１）普通保険及び無担保保険にかかる保証 

金融機関の選択した責任共有制度（責任共有制度要綱(平成 18･9･12 中庁第 2 号)に

定める制度をいう。以下同じ。）の方式によるものとする。ただし、次の①又は②に掲

げる場合（いずれも信用保証協会の保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える

場合に限る。）は、責任共有制度の対象除外とする。 

① 責任共有制度の対象除外となる既往借入金（平成１９年９月３０日以前に信用保

証協会が保証申込み受付した保証であって保証割合が１００％保証の保証を含

む。）を本制度で借り換える場合 

② 中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第１２条に規定する経営安定

関連保証（同法第２条第５項第５号に該当する特定中小企業者に係るものに限る。）

であって令和２年経済産業省告示第４９号により経済産業大臣が認めた場合とし

て定めた期間内（延長後の期間を含む。）に信用保証協会が保証申込み受付し、か

つ貸付実行された既往借入金を本制度で借り換える場合 

（２）特別小口保険にかかる保証 

責任共有制度の対象除外。 

 

６．対象資金 

事業資金とする。ただし、事業再生の計画の実施に必要な資金に限る。 

 

７．対象金融機関 



   

佐賀県制度金融取扱金融機関 

 

８．貸付形式 

証書貸付又は手形貸付とする。 

 

９．返済方法 

一括返済又は分割返済とする。 

 

10．保証期間 

（１）一括返済の場合 １年以内とする。 

（２）分割返済の場合 １５年以内（据置期間は３年以内）とする。 

 

11．信用保証料率 

  責任共有制度の対象の場合、保証料率は０．８％とし、０．４％に相当する額を国が補

助し、残額を佐賀県（以下、「県」という。）が補助する。 

責任共有制度の対象除外の場合は、保証料率は１．０％とし、０．６％に相当する額を

国が補助し、残額を県が補助する。 

なお、免除対応を適用する場合、上記保証料率に０．２％上乗せすることとし、上乗せ

する０．２％に相当する額については国が補助する。（注） 

ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については、国及び県の補助の対象

外とする。 

 

12．担保・保証人 

（１）担保 

必要に応じて徴求することとする。 

（２）保証人 

原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しない。 

また、免除対応を適用する場合は、法人代表者の連帯保証を徴求しない。 

 

13．融資利率 

貸付期間が５年以内の融資は年１．３０％、５年超７年以内の融資は年１．４０％、７

年超１０年以内の融資は年１．５０％、１０年超の融資は年１．６０％とする。 

 

14．添付資料 

事業再生の計画には以下の内容を満たすもの又は含むものとし、別添の計画雛形を参考

とするものとする。 



   

（１）債権者間の合意がとれているもの 

（２）申込人の経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策 

（３）計画期間中の各事業年度の収支計画及び計画終了時の定量目標並びにその達成に

向けた具体的な行動計画 

 

15．金融機関の責務及び報告 

（１）金融機関は中小企業者から、四半期に１回、計画の実行状況の報告を受けることと

する。 

（２）事業再生の計画が２．に定める機関、機構又は会議（以下「機関等」という。）の

支援に基づき作成されたものである場合、金融機関は当該機関等と連携して、中小企

業者に対して、事業再生計画のフォローアップを通じ、経営支援を行うものとする。 

（３）金融機関は、原則として３年間にわたり、中小企業者の事業年度ごとに、信用保証

協会に対し、中小企業者の計画の実行状況とともに、自らの経営支援の状況を報告し

なければならない。なお、当該報告がなかった場合は、その案件に係る代位弁済請求

を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。 

（４）金融機関は中小企業者の実行状況を踏まえ、（事業再生の計画が２．に定める機関

等の支援に基づき作成されたものである場合にあっては、当該機関等と連携し、）必

要に応じて、中小企業者に対し、計画の修正に係る指導・助言や追加的な経営支援を

行うものとする。 

 

16．取扱期間 

令和５年４月１日から令和９年３月３１日までに信用保証協会が保証申込を受け付け

たものとする。 

 

注：普通保険及び無担保保険にかかる保証について、次の①及び②を満たす場合、信用保証

料率を０．２％上乗せすることにより経営者保証を免除することができる。 

① 令和 2 年 1 月 29 日時点における直近の決算から確認書記入日時点における直近の

決算までのいずれかにおいて資産超過であること 

② 直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が

明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり（役員報酬・賞与・配

当・オーナーへの貸付け等）について、社会通念上適切な範囲を超えていない。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 



   

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年７月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年１月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

附 則 

1 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

2 この要綱の改正前に貸付が行われた事業再生資金については、なお従前の例による。 


